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審査の流れ

申請書類

受領・確認

受領の旨メール､パスワードを付けﾒｰﾙ添付

受領の旨メール

申請書類

委員長 と 副委員長 で 「通常審査」
か「簡易審査」 に該当するかを協議

① メール審査

② 委員を招集した審査

様式３
審査

受領・確認

審査結果報告

様式5

審査結果報告

通
常
審
査

※ 2/3 以上合意が得られない場合

様式4

※ 既に承認された研究計画の軽微な変更等簡
易
審
査

委員長 と 副委員長
で 協議

様式6

審査結果通知

異議申し立ての
ある場合

理事会で審議

付託

申し立てに対する決定通知

＊所要期間について

通常審査 ：初回の通知まで申請受付日から 2か月以内
＊修正を要する場合、さらに期間を要す

簡易審査 ：初回の通知まで申請受付日から １か月以内
＊修正を要する場合、さらに期間を要す

異議申し立て ：結果通知（受け取り通知日）から 2週間以内

判定結果報告

パスワードを
付けﾒｰﾙ添付
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